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（２）疾病を抱える労働者を支援する仕組みづくり
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（３）脊髄に損傷を負った労働者等の職場復帰支援
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４ 疾病を抱える労働者の健康確保対策の推進

（１）企業における健康確保対策の推進、
企業と医療機関の連携の促進

ガイドラインの活用

国際動向等を踏まえた化学物質による健康障害防止対策

・ラベル表示やSDS交付の在り方について検討

・国による支援の充実など必要な環境整備を推進

・危険性又は有害性等が不明であることは安全又は無害であることを意味するものでは

ないことから、危険性又は有害性等が判明していない化学物質が安易に用いられるこ

とのないようにするため、必要な対策を講じることを指導・啓発

●●●

危険

○○○○○・・・
△△△△・・・・

（製品の特定名） △△△製品 ○○○○ （絵表示）
（注意喚起語） 危険

（危険有害性情報）・引火性液体及び蒸気 ・吸入すると有毒 ・・・

（注意書き） ・火気厳禁 ・防毒マスクを使用する ・・・・・・

安全データシート
（SDS）
●●●
---------------------
---------------------

------------------------------------------

１ 化学品および会社情報
２ 危険有害性の要約（GHS分類）
３ 組成および成分情報
４ 応急措置
５ 火災時の措置
６ 漏出時の措置
７ 取扱いおよび保管上の注意
８ ばく露防止および保護措置

９ 物理的および化学的性質
10 安定性および反応性
11 有害性情報
12 環境影響情報
13 廃棄上の注意
14 輸送上の注意
15 適用法令
16 その他の情報

事業者間の取引時にSDSを提供し、化学物質の危険有害性や適切な取扱い方法などを伝達

リスクアセスメントの結果を踏まえた作業等の改善
・化学物質のリスクアセスメント結果に基づく作業改善の支援策の充実

・最新の科学的知見に基づくラベル表示・SDS交付の対象物質の見直し

・作業環境測定に個人サンプラーによる測定方法を追加

・作業環境測定の結果等と特殊健康診断の結果を結びつける等、総合的な健康確保対策

が講じられる方策を検討

（実測値を用いたリスクの見積）
・作業環境測定
・個人ばく露測定
・簡易な測定（検知管、パッシブサンプラーなど）
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５ 化学物質等による健康障害防止対策の推進

（１）化学物質による健康障害防止対策

ラベルの表示

ＳＤＳ（安全データシート）

気中濃度の測定方法



解体等作業における石綿ばく露防止
・石綿に関する届出対象の拡大等により、事業者による把握漏れ防止を徹底することに

加え、石綿使用の有無の調査を行う者の専門性の確保等の方策について検討

・石綿ばく露防止措置を講じない施工者への対策を強化。解体工事等の発注者に求め

られる石綿ばく露防止対策への対応について検討 等

労働者の石綿等の化学物質の取扱履歴等の記録の保存
・事業廃止時も含め、個々の労働者のばく露の状況等の保存の推進

５ 化学物質等による健康障害防止対策の推進

化学物質の有害性情報の的確な把握
・国内外における知見を迅速かつ的確に収集し、規制の見直しに活用するとともに、収

集した有害性等の情報を広く事業者等に提供

有害性情報等に基づく化学物質の有害性評価と対応の加速
・化学物質のリスク評価について、諸外国における規制の動向等に係る情報の収集等に

ついて検討し、更なる効率化、迅速化を図る

遅発性の健康障害の把握
・近年発生した胆管がん事案等、遅発性の健康障害の事案の的確な把握方策等を検討

化学物質を取り扱う労働者への安全衛生教育の充実
・化学物質の有害性等の理解の促進のため、雇入れ時教育等の安全衛生教育の充実を

検討

SDSを確認
SDSがなければ
供給元に交付
を求める

危険有害性に基づき
リスクアセスメント

を行う

絵表示で
危険有害性
を確認

リスクアセスメント
の結果をみて
対策を行う

事業者や労働者
ラベルを見て
危険有害性に
気づく

事業者は

労働者は

化学物質管理
の基本フロー

化学物質管理を
実効あるものに
するため
事業者は労働者
に効果的に教
育・周知を行う
ことが必要

イラストは
「目で見るアスベスト建材（第２版）」

（国土交通省）より

過去、建築物には石綿建材が
多用され今も多くが残っている

＜戸建て住宅＞＜RC造、S造＞

～ 建築物の石綿使用箇所イメージ ～
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（２）石綿による健康障害防止対策

・事業者及び事業場の実情に応じた禁煙、空間分煙等の受動喫煙防止対策を普及・促進

・受動喫煙を受ける蓋然性の高い職務上の作業について、換気や空気清浄機の設置等に

よる有害物質濃度の低減及び保護具の着用等による効果を検証し、受動喫煙防止対策

を普及・促進

（３）受動喫煙防止対策

・東京電力福島第一原子力発電所の廃炉に向けた作業や、帰還困難区域等で行われる除

染における作業に従事する労働者に対する安全衛生管理、被ばく線量管理、被ばく低

減対策、健康管理等の実施の徹底

・東京電力福島第一原子力発電所での緊急作業に従事した労働者に対して長期的な健康

管理対策の着実な実施

・医療従事者の被ばく線量管理及び被ばく低減対策の取組を推進、被ばく線量の測定結

果の記録等の保存について管理の徹底

（４）電離放射線による健康障害防止対策

・法令の遵守のみならず、粉じんばく露作業に伴う健康障害を防止するための自主的取

組の推進

・所属する事業場が転々と変わるトンネル工事に従事する労働者のじん肺関係の健康情

報、有害業務従事歴等の一元管理を行う建設業労働災害防止協会に対して支援の実施

（５）粉じん障害防止対策

除染作業でも適切な被ばく防止対策が重要
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・ 過去の石綿建材使用時の石綿ば
く露により、毎年多くの方が労
災認定されている

・ 石綿使用建築物の解体棟数は、
今後、ピークに向けてさらに増
加する見込み

・ 今後の建築物の解体工事では、
労働者の石綿ばく露防止の徹底
が一層重要

５ 化学物質等による健康障害防止対策の推進

石綿対策はこれからが本番
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